
様式　５

○基本的視点の再チェック

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費
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  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金
開　始

　　　　７年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 計
市

団体等 　　課税事業者
　　免税事業者の状況

市内醸造用ぶどう生産者

　函館産ワインの醸造用ぶどうを生産する農地において，その取組を阻害しうるヒグ
マやエゾシカ等の野生獣類による食害を防止するための侵入防止柵等の施設整備費に
支援を行い，安定した収量，収益を確保し，地区農業経営の向上，地域の活性化をは
かり，函館の「食の産業化」を推進するものである。

　野生獣類による食害や踏み荒らしの防止のために侵入防止柵が必要であり，購入費
用を支援することで投資の負担を軽減し，函館産ワイン醸造用ぶどうの被害防止を図
る。

　侵入防止柵購入費を支援することで，当該団体が速やかに侵入防止柵を購入し函館
産ワイン醸造用ぶどうを作付けする農地に設置でき，ヒグマやエゾシカによる食害や
踏み荒らしによるぶどうの被害防止が図られる。
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助成の根拠規定等
函館市ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金交付要綱，函館市補助金等交付規則
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  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決見)

前年度繰越金は生じていないか

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　補助の対象は函館産ワイン用ぶどうを栽培する
農地１区画につき初回の１回のみであり，その後
は団体において補助無しで購入する。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　経営の安定化を図り，函館産ワイン醸造用
ぶどう栽培を軌道に乗せるために支援するこ
とが必要である。

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　地区農業経営の向上，地域の活性化がはか
られるだけでなく，ぶどう栽培の安定化によ
り，今後，収穫したぶどうを原料とした函館
産ワインの醸造・販売その他関連産業の活性
化が見込めることから，公益性は高い。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　事業に関し，投資が多額なことから，その
負担を軽減するためのものであるため。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

２ 補助金等の使途は適切である

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

５
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様式　５

○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

令和　　９　　年度 終期到来時に再検討 令和　　９　　年度

現行のまま補助を継続

　十分な効果を上げており，さらなる圃場が増えて
いるため補助を継続したい。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金

　農地での食害抑制効果の確認。

　電気柵を購入し設置することにより，当該団体が函館産ワイン醸造用ぶどうを栽培する農地に
おいてヒグマやエゾシカ等の野生獣類による食害を防ぎ，安定した苗木の生育および農作業の安
全性を確保している。

　農地での野生獣類の食害が防止できており函館産ワ
イン醸造用ぶどうの順調な生育が図られているため。


